
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
畜　

産　

課
）　

　

二

 
規

則

　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
三
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
五
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
保
健
福
祉
部
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
四
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
九
」
を
「
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
三
項
ま
で
」
を
「
第
九
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同

項
第
三
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
八
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
九
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

二
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
二
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の

十
四
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
項
中
第
九
号
を
第
五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
六
十
一
号
（
そ
の
三
）
中
「被

災
し
た

」
を
「被

災
し
た

（警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
内
に
所
在
し
た

）」

に
、

「
 

を

 

」　

「
 

に

（1）　 平成23年10月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第97号　　 
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宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
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(毎週火，金曜日発行)

宮
城
県
災
害

弔
慰
金
等
支

給
審
査
会

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
災
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
死
亡
又
は
障
害
で
あ
る
か
否
か
の
審
議
に
関
す
る
こ

と
。

震
災
援
護
室

　
上
記
の
と
お
り
県
税
減
免
条
例
第
４
条
又
は
附
則
第
13項

の
規
定
に
よ
つ
て
不
動
産
取
得
税
の
減
免

を
さ
れ
る
よ
う
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
申
請
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

 
申
請
者
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
（
名
称
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
上
記
の
と
お
り
県
税
減
免
条
例
第
４
条
，
附
則
第
13項

，
附
則
第
16項

又
は
附
則
第
19項

の
規
定
に
よ

つ
て
不
動
産
取
得
税
の
減
免
を
さ
れ
る
よ
う
事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
申
請
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

 
申
請
者
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
（
名
称
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

 
電
話
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



 

」　

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
（
同
項
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
の
規
定
は
、

現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
三

条
の
十
四
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
法
七
十
三
条
の
十
四
第
六
項
」

と
あ
る
の
は
「
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
七
十
三
条
の

十
四
第
六
項
」
と
、「
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
六

号
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
」
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
五
号

　
　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
中
「
通
行
遮
断
」
を
「
通
行
の
制
限
又
は
遮
断
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第

三
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
」
に
、「
通
行
遮
断
報
告
書
」
を
「
通
行
の
制
限
又
は
遮
断
報
告
書
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
七
条
の
二
第
五
項
」
を
加
え
、「
様
式
第
四
号
」
を
「
そ
れ

ぞ
れ
様
式
第
四
号
又
は
様
式
第
五
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
六
号
又
は
様
式
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
、「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「通

行
遮
断
報
告
書

」
を
「通

行
の
制
限
又
は
遮
断
報
告
書

」
に
、

「
 

を　
　
　
　
　
　
　
　

 

」　

　
　
　
　
　
　
　
　

「
 

に
改
め
る
。　
　
　
　

 

」　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
四
号
中

 

」

　

「
を 

に

 

」　

号外第97号　平成23年10月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）
� 注 
　
県
税
減
免
条
例
附
則
第
16項

及
び
附
則
第
19項

の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
減
免
を
申
請
す
る

場
合
に
は
，「
滅
失
又
は
損
壊
年
月
日
」
及
び
「
被
災
状
況
」
の
各
欄
は
記
入
不
要
で
す
。

遮
断

区
域

遮
断

期
間

遮
断
す
る
理
由

通
行
を
制
限
し
，

又
は
遮
断
す
る
区
域

通
行
を
制
限
し
，

又
は
遮
断
す
る
期
間

通
行
を
制
限
し
，

又
は
遮
断
す
る
理
由

通
行
を
制
限
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
，
制
限
の
内
容

所
有
者
住
所
氏
名

殺
 処
 分

予
定
月
日

患
　
　
畜

疑
似
患
畜

決
定
月
日

発
病
月
日

産
地

毛
色

年
齢

性
名
号

畜
種

病
名

所
 有
 者

住
所
氏
名

殺
 処
 分

予
定
月
日

患
　
　
畜

疑
似
患
畜

決
定
月
日

発
病

月
日

用　役

産　地

毛　色

年　齢
性

名
　
　
　
号

（
個
体
識
別

番
号

）

畜　種

病　名

番　号



改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「様

式
第
11   号

」
を
「様

式
第
13   号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「様

式
第
10   号

」
を
「様

式
第
12   号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「様

式
第
９
号

」
を
「様

式
第
11   号

」
に
、「動

物
用
生
物
学
的
製
剤
使
用
状
況
報
告
書

」
を
「動

物
用
生
物
学
的
製
剤
実
施
成
績
書

」
に
、「第

９
条

」
を
「第

10   条

」
に
、「下

記
の
製
剤
の
使
用
許
可
を
申
請
し
ま
す

」

 

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「動

物
用
生
物
学
的
製
剤
の
実
施
成
績
を
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す

」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　

を

 

」　

　
　
　
　
　

「
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
八
号
中
「様

式
第
８
号

」
を
「様

式
第
10   号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「様

式
第
７
号

」
を
「様

式
第
９
号

」
に
、「第

24   条
第
１
項
た
だ
し
書

」
を
「第

24   条
た
だ
し
書

」

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

 

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

様
式
第
六
号
中
「様

式
第
６
号

」
を
「様

式
第
８
号

」
に
、 

を　
　
　
　
　
　
　
　

 

」　

　
　
　
　
　
　
　
　

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八

 

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「様

式
第
５
号

」
を
「様

式
第
６
号

」
に
、「殺

処
分
を
要
す
べ
き

」
を
「殺

処
分
し
た

」
に
、

「
 

を

 

」　

「
 

に

 

」　

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 

（3）　 平成23年10月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第97号　　 

実
施
月
日

実
施

年
月
日

患
畜
疑
似
患
畜

の
区

分

患
畜
疑
似
患
畜
又
は

指
定
家
畜
の
区
分

備
考

備
考

� 注 
　
「
病
名
（
推
定
）」
に
つ
い
て
は
，
指
定
家
畜
以
外
の
家
畜
の
死
体
に
係
る

も
の
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

所
有
者
住
所
氏
名

死
体
利
用

評
 価
 額

評
価
額

殺
月
日

診
断

月
日

発
病

月
日

産
地

毛
色

年
齢

性
名
号

畜
種

病
名

番
号

所
 有
 者

住
所
氏
名

評
価
額

殺
月
日

診
断

月
日

発
病

月
日

用
役

産
地

毛
色

年
齢

性
名

号
（
個
体
識
別

番
号
）

畜
種

病
名

達番号



　

様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 

号外第97号　平成23年10月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）
様
式
第
７
号
（
第
10条

関
係
）

殺
処
分
家
畜
の
報
告
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

  
家
畜
防
疫
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
17条

の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
，
殺
処
分
し
た
家
畜
を
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

記

所
　
有
　
者

住
　所
　氏
　名

評
価
額

殺
月
日

指
定
月
日

用
役

産
地

毛
色

年
齢

性
名

号
（
個
体
識
別

番
号

）
畜
種

達番号



　
　
　

附　

則　
　

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（5）　 平成23年10月25日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第97号　　 
様
式
第
５
号
（
第
９
条
関
係
）

殺
処
分
を
要
す
る
家
畜
の
報
告
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

  
家
畜
防
疫
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
17条

の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
，
殺
処
分
を
要
す
べ
き
家
畜
を
下
記
の
と
お
り
報
告
し

ま
す
。

記

所
　有
　者

住
所
氏
名

殺
　処
　分

予
定
月
日

指
　
定

月
　
日

用
　
役

産
 地

毛
 色

年
 齢

性
名

号
（
個
体
識
別

番
号

）

畜　種
番
 号


